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１ 総括的事項に関する取組み 

 

(1)  管理運営業務の基本方針、事業目標  

 

1 管理運営業務の基本方針  

 

１． 施設全体の維持・保全 

歴史的に貴重な国指定重要文化財であることを踏まえ、文化財保護の考え方を十分に理

解し、建物の保存・管理を行います。また、一級建築士による検査チームで定期的に建物

診断を行います。 

２． 歴史的価値の伝承 

札幌市資料館が、札幌控訴院として大正 15年 8月に建てられた歴史的価値の高い建築

物であることを後世に伝えるために、その価値・魅力を発信する講演会・イベントを開館

50周年記念事業と併せて開催いたします。 

３． 文化芸術に親しむ機会の提供 

北海道・札幌文化団体協議会、札幌市公文書館や北海道文化財保護協会などの関係団体

と連携を強化し、文化芸術に触れる講座・イベントを開催します。新聞・テレビをはじめ

とするメディアとも引き続き連携し、各種イベントの情報発信を行います。 

４． 観光資源としての開発 

大通公園に隣接する立地を生かし、YOSAKOIソーラン祭りやホワイトイルミネーション

等との協賛事業（レコード鑑賞会・ライトアップ時間延長など）により、観光客の取込み

を行います。文化芸術だけではなく、札幌市の観光振興にも貢献します。 

５． 経費削減および収入増加 

これまで管理運営ノウハウを活かし、最小の経費で最大の効果を生み出せるように、貸

館・来館業務や施設維持管理業務の見直しを行います。 

 

２ 事業目標  

 

1.  入場者数の増加 入館者数 14.5万人以上 

2.  ギャラリー利用率の向上 ギャラリー利用率 90％以上 

3. 研修室利用率の向上 研修室利用率 50％以上 

4. 顧客満足度最大化の追求・還元 お客様満足度 90％以上 
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(2)  平等利用の確保に向けた考え方と取組み 

地方自治法第２４４条第２項、地方自治法第２４４条第３項、事務処理要綱 第５－３－(1)、

及び札幌市資料館の設置目的、位置づけを踏まえ、施設をご利用される全ての方に「平等・公

平・公正」なサービスの提供を実現するため、4つの方針を定め、運営管理を行います。 

 

1. 法令を遵守し、公正・公平な施設運営を行います。 

2. 不当な差別的取扱い、特定利用客への優遇などはいたしません。 

3. 障がい者に配慮した取り組みを行います。 

4. WEBサイト上での施設情報公開を徹底します。 

 

(3)  地球温暖化対策及び環境配慮の推進に向けた基本的な考え方等 
 

１ 環境に配慮した施設の維持管理についての基本的な考え方 

環境保全活動に対する意識の向上を図り、ミニギャラリー室や研修室の利用者並びに来

館者のご協力をいただきながら、省資源・省エネルギーの実践に積極的に取り組みます。 

 

２ 具体的な取組み 

(1) エネルギーの使用の合理化に関する法律を遵守し、エネルギー使用の適切な管理に努

めると共に、毎年規定の報告書類を札幌市に報告します。 

(2) 環境マネジメントシステムを通じた環境配慮への取組み結果について、毎年度事業報

告書の提出にあわせて札幌市に報告します。 

(3) 業務に関わる社員・スタッフに対し、環境マネジメントに関する研修を行います。 

(4) 電気、水道、重油等の使用に当たっては、点灯時間の厳守や照明不要時の消灯・減灯、

節水、冬期間における室温設定管理の徹底など各種の節約に努めます。  

(5) 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリン

グストップの実施など、環境に配慮した運転に心がけます。  

(6) 管理業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライ

ン指定品を使用します。  

(7) 利用者にはごみを持ち帰りいただくと共に、ごみ減量及びリサイクルに努めます。 

(8) 清掃業務に当たっては、アルカリイオン水を使用するなど、洗剤等は環境に配慮した

ものを使用し、極力節約に努めます。 

(9) 毎年作成（更新）する中期保全計画や光熱水費の分析、維持管理結果等に基づき、施

設に関しての提案時には、環境に配慮した設備及び改修方法をご提案します。  
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エ 労働関係法令の遵守、雇用環境の維持向上 

１．労働関係法規の遵守 

２．雇用環境の維持向上 

(1) 育児休暇制度の拡充・女性従業員の積極的採用と抜擢 

(2) 介護休業制度の拡充・仕事と介護の両立 

(3) ワーク・ライフ・バランスへの取り組み 

 

（２）管理水準の維持向上に向けた取組み 
 

１ 管理水準の維持向上に向けた取組みについての基本的な考え方 

日常、定期、随時それぞれの場面において、業務計画の達成及びお客様サービスの向

上に向けたＰＤＣＡサイクルの環を廻し、社員を中心に関係者が一丸となって改善活動

を行うことにより、管理水準のスパイラルアップ（好循環）を図る。 

 

２ 具体的な取組み 

(1) 日々の事業日誌を効果的に運用すると共に、館内打合せ会を随時開催することで、日

常業務の情報共有化を図り、改善活動を積極的に実施します。 

(2) 引き続き「サービス向上委員会」を開催し、業務の見直し・改善並びに事故防止策等

についての検討を行い、利用者のご意見等を業務運営に反映させます。 

(3) 環境問題、個人情報保護問題等企業としての社会的責任について重要性が増してきて

いる中、ＩＳＯ及びＩＳＭＳの認証取得企業として、そのマネジメントシステムの運

用を運営に反映させる取り組みを行います。 

(4) 現在、共同事業体各社が指定管理者の指定を受けている各施設のサービス内容、各種

施策、社員・スタッフ教育、広報活動等の運営状況について、情報交換を行うことで、

施設運営並びにサービスレベル向上を図ります。 

(5) 運営や事業に関していただいた声は、受付への問合せ等についても記録します。市民

の声を採り入れた企画立案の実現、および市の文化芸術活動施策のヒントにできるよ

う、市民からいただくご意見を収集します。講座に関しては各回アンケートを実施し、

満足度を定量的・定性的に把握します。 

(6) きめ細かいサービスの向上を図るため、利用者の声を運営に反映させることが出来る

よう、引き続き玄関ロビーに意見箱を設置し、アンケート用紙を設置します。 

 

(３) 第三者に対する委託の方針 

 
１ 第三者に対する委託についての基本的な考え方 

指定管理業務の重要性や安全第一の考えを基本に、指示命令系統を明らかにするなど

責任者を明確にして、適正な管理に努める。 

 

2 札幌市内の企業の活用 

札幌市内に本社を構える企業を最優先に選定すると共に、共同事業体各社がもつスキ

ルやノウハウを活かして、査定や価格交渉を行い、コストの縮減を図る。 
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3 次の業務については、第三者委託を行う。 

(1) 定期清掃業務に関すること（除排雪業務含む） 

(2) 特別清掃業務（ガラス清掃等）に関すること 

(3) 外構緑地管理業務に関すること 

(4) 警備業務に関すること 

(5) 塵芥処理業務に関すること 

(6) ボイラー保守業務に関すること 

(7) 消防用設備保守点検業務に関すること 

(8) 自家用電気工作物保安管理業務に関すること 

(9) 階段昇降機保守点検業務に関すること 

(10) ホームページの更改・更新に関すること 

(11) 建築基準法第 12 条第 4項に定める定期点検に関すること 

(12) Sapporo City Wi-Fi 運用に関すること 
 

(４) 札幌市及び関係機関との連絡調整 

 
１ 札幌市及び関係機関との連絡調整についての基本的な考え方 

資料館の管理運営に当たって、各階層から広く意見を聴取し、管理運営に反映させると

ともに、市民サービスの向上を図るため、札幌市や一般市民利用者代表、ボランティア代

表者、地元自治会、外部有識者、共同事業体が参加する「札幌市資料館運営協議会」を設

置し、管理業務等の状況の報告、管理運営水準の維持向上に向けた協議を行う。 

 

2 札幌市資料館運営協議会協議項目 

(1) 業務の報告と管理運営上の問題点や改善に関すること 

(2) 管理運営に係わる各種規定、要綱、マニュアルに関すること 

(3) 協議会において、協議を要するとしていること 

(4) 市民サービスや管理水準に関すること 

 

3 札幌市資料館運営協議会メンバー構成 

札幌市        １名 

利用者代表者     ２名 

ボランティア代表者  １名 

地元自治会      １名 

外部有識者      １名（文化・芸術の有識者） 

共同事業体      ４名 

 

４ 札幌市資料館運営協議会開催のサイクル 

年２回以上（半期毎）実施予定 
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(５)財務 
 

１ 財務についての基本的な考え方 

短期的・長期的な収支バランスを取りながら、日々の資金管理、現金管理については、   

館長及び副館長を中心に、透明性のある適正な管理を実施する。 

 

２ 資金管理 

(1) 指定管理業務については共同事業体の本体業務と切り離し、区分を明確にする。 

(2) 指定管理業務にかかる収入、支出については独立した口座により管理し、運用につ

いては利用料金収受マニュアルに基づき運用する。 

(3) 事故、不祥事を防ぐため、自治点検及び業務監査を実施する。 

  

３ 現金等の適正な取り扱い 

利用料金等、利用者からの支払いは銀行振込等を受け付けるともに、Airペイによる

クレジットカード等での支払いも受け付けます。また現金の取り扱いについては「現金

取扱に関する規程」により適切に運用します。 

 

４ 現金取扱責任者の配置 

現金及び金券の取り扱いは管理部門内において責任の所在と役割を明確にし、責任者

監督のもと、複数のスタッフによるチェック体制での管理運営を行う。 

 

５ 内部監査の実施 

施設統括責任者、現金取扱責任者による日常監査（日次／週次／月次での入金業務監

査、予約状況との突合）を実施する。また代表団体経理担当による定例監査（会計監査の

ほか、業務・業績を含めた内部監査）を随時実施する。 

 

(６)苦情対応 
 

利用者や住民からの要望・苦情を取りまとめ、迅速かつ明確に回答することで、施設への

信頼を得るようにする。 

また、モニタリング等で集積した要望・苦情内容とその対応内容は、施設管理に係わる全

てのスタッフへの研修課題としてフィードバック、常に改善実行しサービス向上に努めると

同時に以下の点に取り組む。 

(1) 未然防止の方策 

(2) 苦情発生後の問題拡大防止策 

(3) 改善ミーティングの実施 

 

(７)記録・モニタリング・報告・評価 
 

１ 記録 

指定管理業務の実施に当たり、仕様書で求められる記録・帳簿等を整備し、５年間保管

のこととする。なお、保管する帳簿等は下記のとおりとする。 

(1) 事業日誌 
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(2) 管理業務に関する諸規定 

(3) 文書管理簿 

(4) 各年度の事業計画書及び事業報告書 

(5) 収支予算及び収支決算に関する書類 

(6) 金銭の出納に関する帳簿 

(7) 物品の受払に関する帳簿 

(8) その他資料館運営に資する書類等 

 

２ セルフモニタリング 

指定管理業務の実施にあたり、利用者に提供されるサービスが常に要求水準を達成して

いることを評価・確認するために、セルフモニタリングを実施する。 

(1) 日々のセルフモニタリング 

(2) 利用者アンケートの実施（年２回、外国語アンケートも用意） 

 満足度の目標値は以下のとおりとする。 

ア 総合満足度      90％以上 

イ 接遇に関する満足度  90％以上 

ウ 実施事業の満足度   90％以上 

(3) 業務・財務検査項目の自己チェック（年２回） 

(4) 随時の記録・報告 

 

３ 事業等の報告 

仕様書で定められた報告書類及び札幌市から求められる報告書類については、定められた

期日までに速やかに報告する。 

(1) 毎年度終了後に提出する報告書類 

・当該年度の管理業務の実施状況報告書 

・当該年度の管理に係る収支決算書 

・当該年度の団体の経営状況を説明する書類 

・資料館利用に係る各種統計書類 

(2) 毎月終了後に提出する報告書類 

・当該月の管理業務の実施状況報告書 

・個人情報取扱状況報告書 

(3) 札幌市の検査・確認・要請に対する対応等 

真摯な対応により協力し、速やかな回答に努める。 

(4) その他 

    団体の経営状況を説明する書類 

 

４ 事業評価 

施設利用状況、セルフモニタリング及び各施策の取組み状況等を踏まえ、管理業務の自己評

価を行い、毎年度事業報告書の提出に合わせて報告する。 
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(１) 維持管理業務計画 
 

１ 統括的事項について 

文化財保護法、消防法、警備業法、電気事業法や遺失物法など関係法令を遵守、施設及

び設備全般の機能を良好に維持する。建物の「安全性、快適性、美観、経済性」の確保を

図るとともに、適正なレベルで施設性能を長期間維持し、ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）

の最小化を図る。 

共同事業体のノウハウ・スキルを最大限に活用し、国指定重要文化財としての保全管理に

細心の注意をはらい、点検項目に応じた有資格者による適正な維持管理を行う。 

 

２ 利用者等の安全確保、市民サービスへの配慮等 

(1) 維持管理業務実施に当たっては、法令等に基づき有資格者による立会・作業を実施しま

す。利用者や歩行者、近隣住民、社員、及び業務従事者に十分な案内を行い、利用者等

の安全確保を第一として実施します。 

(2) 休館日の従業員配置を継続し、事務室での予約受付の実施、展示物の搬出入の指導、利

用料金の銀行振り込み実施など、柔軟な対応を行い利用者への利便を図ります。また、

ホームページ上に予約状況を逐次掲載し、空室状況及び展示内容等について年間分が即

確認できる掲載方法を行い、利用者並びに来館者へのサービス維持を図ります。 

(3) 階段昇降機の利用者に対しては、適切な介助を行うこととします。 

(4) 拾得物の取扱いは適正に行うこととします。 

(5) 災害・緊急の事態には「危機管理マニュアル」に基づき適切に対応することとします。 

(6) 社員の巡回や清掃業務、警備業務等については、常に快適な空間を意識し、最良な状態

の維持に努めます。 

(7) 建物簡易点検及び建物総合診断に基づき、中期保全計画書を作成し、計画的な補修等を

実施することで、建物価値の維持に努めます。 

 

３ 連絡体制の確保 

「危機管理マニュアル」に基づき、時間帯毎（昼間帯、夜間帯）の連絡体制を確実に実行

するとともに、「札幌市資料館緊急連絡体制図」の現行化を行い、常に万全な連絡体制を確保

する。 

 

４ 損害賠償保険の加入 

 札幌市資料館管理業務仕様書に規定された補償を満たす損害賠償保険に加入する。保険

者は指定管理者（指定管理者から委託を受けた者を含む。）及び札幌市とし、交差責任担保

特約付きとする。 

 

５ 行事用保険の加入 

 札幌市資料館管理業務仕様書に規定された補償を満たす行事用保険に加入する。 

 

  

３ 施設・設備等の維持管理に関する業務の実施内容 
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(２)施設、設備等の維持に関する管理内容 

 

１ 施設、設備等の維持に関する管理内容についての基本的な考え方 

国指定重要文化財としての保全管理に細心の注意をはらい、点検項目に応じた有資格者

による適正な維持管理を行う。 

(1) 清掃業務 

施設の快適な環境を保つため、定められた仕様に基づき、効率的に実施する。 

(2) 警備業務 

施設の秩序を維持し、施設財産の保全と安全の確保のため、法令を遵守し、あらゆる

事故の発生警戒・防止に努める。 

(3) 施設及び設備の保守点検業務 

国指定重要文化財としての価値を維持し、安全な施設運営を行うため、以下点検を実

施する。 

①春先の建物簡易点検   １回/年 （建物有資格者が実施） 

②建物総合点検      １回/年 （建物有資格者が実施） 

③冬前の建物簡易点検   １回/年 （建物有資格者が実施） 

当年度の建物簡易点検（①・③）及び建物総合点検（②）の点検結果に基づき、総合

的な不具合状況をとりまとめ、中期保全計画書を作成（更新）する。 

その他の施設及び設備の維持管理業務については、管理業務仕様書及び各種関係法令

を遵守し、常に安心・安全な実施に努める。 

(4) 修繕 

２０万円以上の修繕については、緊急に実施する必要のある場合を除き、事前に札幌

市の承認を得る。  なお、緊急に実施した修繕については、実施後速やかにその概要を札

幌市に報告を行う。 

２０万円未満の 修繕については、利用者等からの連絡や中期保全計画書の結果に基づ

き、劣化度、緊急度の高いものから速やかに措置し、建物の損傷を最小限に抑えると共

に、利用者の安全を確保する。また、修繕の実施に当っては、既存の工法や使用されて

いる建材を考慮しながら、現行の最善の策により実施することで、歴史的価値のある建

物の長寿命化、保存に努める。 

国指定の重要文化財であることから、緊急を要する応急措置を除き、許可なく建築物

の現状を変更するなど、建築物の保存に影響を及ぼす行為は行わない。 

 

※建物本体・設備について 

１．ボイラーの点検整備について 

経年劣化により故障等が発生するほか効率が著しく低下しているため、ボイラー及び周

辺機器の補修を提案する。 

２．窓枠等の点検整備について 

経年劣化により窓枠の四分一が一部破損している状況から強風等により硝子が外れる

ことが想定されるため窓枠の交換・補修を提案する。 

３．受変電設備について 

地絡方向継電器や変圧器等の機器類が更新推奨時期を超過しているため、機器の更新
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を提案する。 

４．屋外オイルタンクについて 

屋外に設置されているため経年劣化による腐食があり、腐食によりタンク内に     

雨水等の混入が想定されるため塗装を提案する。 

(5) 備品管理 

備品の管理に当たっては、備品一覧を基に定期的にその有無を確認し、不具合確認を

実施するとともに、市民の利用前にも再度機能・汚れ等を点検し、利用ニーズに応えら

れるよう管理する。 

(6) 敷地内車道管理 

敷地内車道の駐車は施設利用者の搬入出時の一時的な措置とし、それ以外は原則駐車

禁止とする（ただし、身障者用車両、タクシー、ハイヤー、運搬用車両は除く）。 

(7) 外構緑地管理 

敷地内の外構、緑地については、美観の保持、安全、防犯及び近隣住民への迷惑防止

を図るため、除草、養生の実施など適切に管理する。 

その他、季節によっては、カラスやスズメバチが利用者へ危害を与える恐れがあるた

め、利用者への呼びかけや注意事項の掲示等により、利用者の安全を確保する。 

 

(３) 防災業務計画 

 

１ 防災業務についての基本的な考え方 

日常の安全管理は、安全管理体制・緊急時対応体制を整え、定期的な点検や防災訓練活

動を実施する。また、日常から情報収集、現場活動、再発防止を確実に行うと共に、資料

館内や共同事業体バックヤードとの情報共有を密に計りながら、日々の安全活動を実施す

る。 

緊急時の危機管理は、資料館を取り巻く様々なリスクを最小限に抑えるため「予防管理」

と「危機管理」の視点からリスク分析するほか、防犯対策やケース別の対処法を「危機管

理マニュアル」としてマニュアル化し、運用することで、施設利用者の安全を確保する。 

 

２ 実施項目 

(1) 緊急連絡体制図整備 

(2) 執務環境の整備 

(3) 危機管理マニュアルの整備 

(4) スタッフの巡回 

(5) 共同事業体建物有資格者による巡回 

(6) 置引き・盗難・車上荒らし防止 

(7) 防災訓練 

 

３ その他 

災害時に備え、救急箱や災害時の社員用備蓄品を事務所内に備える。 
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４ 事業の計画及び実施に関する業務の実施内容 

 

(1)文化・芸術に親しむ機会の提供に関する業務実施計画 
 

１ 基本的な考え方 

文化・芸術に親しむ機会の提供のため、文化・芸術に関する事業を展開する。 

また、法曹三者との連携協力体制及び実施ノウハウを活かし、各種の学習機会を提供する。 

 

２ 文化・芸術に関する講座、イベントの実施 

公益財団法人札幌市芸術文化財団等と連携を計り、資料館の設置目的や機能に合致する

各種講座を実施する。 

 

(1) 「文化・芸術に関する各種講座・ワークショップ」を実施する。 

ア 「折り紙講座」を年１回実施し18名公募する。 

・実施月：4月 

イ 「切り絵講座」を札幌文化団体協議会加盟団体との共催で年１回実施し、20名公募

する。 

・実施月：5月 

ウ 「子供と大人の写生会＆バルーンアートを作ろう」をリボンハウス絵画教室及びパ

フォーマンスサークル ピエロ大集合との共催で年１回実施し、30名公募する。 

・実施月：6月 

・作品展示：9月（大通交流ギャラリーにて展示予定） 

エ 「夏の夜のおはなし会」をカルチャーナイトの協賛事業として、山の手図書館おは

なしかごとの共催で年１回実施し、60名公募する。 

・実施月：7月 

オ 「創成川公園ライラック／大通公園バラ写真展」を札幌市公園緑化協会と連携し、

年２回実施する。 

・実施月：7月、10月 

カ 「ご近所先生企画講座」を札幌市生涯学習総合センターとの共催で年１回実施する。 

・実施月：8月、9月 

キ 開館50周年記念朗読会「北海道ゆかりの文学を読む」を年１回実施し60名公募する。 

・実施月：11月 

ク 「あなたの石蔵づくり」を年１回実施し20名公募する。 

・実施月：11月 

ケ 「ディンプルアート講座」を年１回実施し20名公募する。 

・実施月：12月 

 

(2) 「映画・音楽に関する鑑賞会、コンサート等」を実施する。 

ア 「懐かしのレコード鑑賞会」を新冠町と共催で年１回実施し60名公募する。 

・実施月：6月 

イ 「チェロ演奏会とマジックショー」を年１回実施し60名公募する。 

・実施月：7月 
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ウ 開館50周年記念「オータムコンサート」を市内で活動している団体との連携で年１

回実施し60名公募する。 

・実施月：11月 

エ 開館50周年記念「文化の日カルチャーコンサート」を市内で活動している団体との

連携で年１回実施し60名公募する。 

・実施月：11月 

(3) 「札幌市文化団体協議会加盟団体」及び「ちえりあ」等と共催連携し事業を実施する。 

・実施月：5月、6月、8月、9月 

 

(2)札幌市資料館の沿革等に関する情報の収集及び提供に関する業務 

 

１ 基本的な考え方 

ボランティア会員を中心とした札幌市の歴史・文化の情報収集及び来館者への説明、

各種媒体による情報共有を行うこととする。 

 

２ 札幌市関連文化施設及び札幌市公文書館との連携強化 

(1) 札幌市部局等と連携事業を実施する。 

・実施月：6月、7月、9月、10月 

(2) 札幌市公文書館と必要に応じ、情報交換を実施する。 

・実施月：適宜 

 

３ 情報提供 

(1) ボランティア会員による入館者への説明及び質問に対する回答 

・実施月：随時 

(2) 空ギャラリー室を積極的に使用した収集資料の掲示 

・実施月：適宜 

(3) ホームページ及びチラシへの掲載による市関連施設への配布 

・実施月：随時 

(4) 「歴史ある街・建築物に関する講座」を実施する。 

資料館の国指定重要文化財（建物）の特性を活かし、歴史ある街や建築物に関する講座を実

施する。 

ア 「大通公園モニュメント鑑賞会」を年１回実施し20名公募する。  

・実施月：6月 

イ 「開館50周年記念特別展(開館50年のあゆみ)」を年１回実施する。 

・実施月:11月 

ウ  開館50周年記念「歴史的建造物模型展」を年１回実施する。 

・実施月:11月 

エ 「カルチャートーク」を年５回実施し、各回40名公募する。 

① 開館50周年記念講演「旧札幌控訴院の建築」 

・実施月：4月 



 

令和 5 年度 札幌市資料館業務計画書 

札幌市資料館運営共同事業体 

 

14 

 

 

② 開館50周年記念講演「札幌の山々」 

・実施月：7月 

③ 開館50周年記念講演「札幌タイムトラベル」 

・実施月：7月 

④ 開館50周年記念講演「歴史的建造物の保存・再生・活用について」 

・実施月：8月 

⑤ 開館50周年記念講演「オリンピックから学んだこと」～人との出会いに感謝～ 

・実施月：11月 

 

(3) 歴史・文化に関する市民等の自主的な活動及び交流の支援に関する業務 
 

１ 基本的な考え方 

「市民文化の向上に資すること」を目的に、文化・芸術、法と司法の学習活動及び美術

作品等の展示の場を提供するため、利活用についての市民へ情報発信を行うこととする。 

また、資料館を活用する市民や団体等の活動を積極的に支援する。 

 

２ 具体的な取組み 

(1) 訪問活動を積極的に行い、資料館情報を周知する。 

ア パンフレット、チラシ配置コーナーの設置並びに市関連施設や主要ホテル等へ訪

問活動し、チラシを配布する。 

・実施月：随時 

イ 好評頂いているイベントカレンダーやギャラリー展示情報のチラシ等を引き続き

作成し、館内配布や関連施設への配布を行う。 

・実施月：毎月 

ウ 旅行会社や報道機関及び情報誌発行会社と連携を図る。 

・実施月：適宜 

エ  ホームページへの情報掲載を行う。 

・実施月：随時 

 

(2) 課外体験学習等の勧奨チラシを学校等関係機関へ送付する。 

ア 市内小、中、高校やサークル・同好会等各種団体へダイレクトメールを送付する。 

・実施月：4月、6月 

イ 市民を対象とした「札幌市アート鑑賞会」を年１回実施する。 

・実施月：6月 

 

(3) ボランティア組織の養成と登録を継続して行うこととする。 

ア 随時ボランティア会員の募集を実施する。 

・実施月：適宜 

イ ボランティア会員に対して年２回研修会を実施し、スキル向上を図る。 

・実施月：5月、7月（座学研修・現地研修 各１回） 
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(4)  観光都市札幌の中心部に位置する当館の立地条件から、観光客に対する観光情報

の発信基地として他施設のパンフレット、イベント情報等を収集し積極的に配布す

る。 

・実施月：毎月 

 

(5) 法及び司法に関する学習機会の提供 

   法曹関係機関等と連携し、模擬裁判を始めとする法及び司法に関する各種講座を開催

する。 

 

ア 「模擬裁判」を開催する。 

学生及び市民を対象として法曹三者及び市当該区役所等と共催で年10回実施する。 

・実施月：6月、9月、10月、12月、1月（中高生、市民大学生等）ほか随時 

 

(6) 札幌地方裁判所における刑事裁判の傍聴と解説を行う。 

一般市民を対象とした刑事裁判傍聴と解説を札幌地方裁判所と共催で年２回実施し、

各15名公募する。 

・実施月：8月、1月 

 

(7) 法及び司法に関する講習会、講座を開催する。 

ア 法律講座「インターネット上のトラブル(通販等)について」を札幌弁護士会と共催

で年１回実施し、40名公募する。 

・実施月：6月 

イ 司法講座「学生のための模擬裁判員裁判見学会＆法曹三者及び裁判員経験者によ

るパネルディスカッション」を札幌地方裁判所と共催で年１回実施し、24名公募す

る。 

・実施月：8月 

ウ 司法講座（テーマ別途）を札幌地方検察庁と共催で年１回実施し、40名公募する。 

・実施月：9月 

 

(8) 法・司法分野に対する支援・指導を行う。 

     ア 札幌地方検察庁職員等による参加者への指導（テーマ別途）をカルチャーナイトの

協賛事業として札幌地方検察庁と共催で年１回実施する。 

      ・実施月：7月 

 

(9) 司法に関するイベントとして「刑事事件の手続きの流れパネル展」を札幌地方検察

庁と連携し実施する。 

・実施月 : 10月 

 

(4) その他文化財施設である札幌市資料館を有効活用するために必要な事業 

 

１ 基本的な考え方 

施設の特性を活かし、札幌市資料館をはじめとした文化財の普及事業に取り組む。 
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２ 具体的な取り組み 

(1) 開館50周年記念イベントを実施する。 

・実施月：4月、7月、8月、11月 

(2) 歴史的価値を映像として保存するために、市内団体・メディア等に働きかける。 

・実施月：適宜 

 

５ 施設の利用等に関する業務 

 

(1)受付業務・使用承認等に関する業務 
 

１ 基本的な考え方 

公の施設を運営するに当たっては利用者への平等利用の確保が絶対条件となる。特定の

個人・団体だけが優遇される、あるいはサービスを受けることのないよう、利用の公平性・

平等性を確保する。 

受付業務・使用承認等に当たっても、不当な利用拒否や不平等な取扱いが行われないよ

う公平性・平等性を確保する。 

多くの市民の皆様にご利用いただくため、受付からご利用に至る一連の流れを迅速でス

ムーズに運営することにより、無理無駄を省き、手軽で簡単・公平な使い勝手を実現して

行くこととする。 

窓口には必要な人員を配置し、適切かつ丁寧に対応する。また、設置条例及び規則の定

めるところにより、適切な利用料金の収受または減免等を行うこととする。 

 

(2)貸館業務計画 
 

１ 貸館業務計画についての基本的な考え方 

資料館全体の運営及び貸室業務の実施に当たっては、「札幌市資料館条例」を始めと

する関係法令を遵守し、利用者への充実した情報提供を行いながら、親しみのある、喜

ばれる運営を行うこととする。 

 

2  具体的な実施要領 

(1) ホームページに予約状況を随時掲載し、空室状況及び展示内容について年間分を即

確認できるようにする。 

・実施月 : 随時 

(2) 「ミニギャラリー・研修室ご利用のしおり」を作成し、館内コーナーで配布すると

ともに、市等の関連施設へ配布する。 

・実施月 : 随時 

(3) 休館日に従業員を配置して貸室の受付を行うとともに、電話による仮予約受付を実

施するほか、展示作品等の搬出入を可能とする。 

(4) 利用料金の銀行振込みによる収納を実施する。 

(5) 接遇・顧客満足度（CS）研修等により、受付対応等、貸館業務の向上を図る。 

・実施月 :5月、10月 
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(3)利用促進計画 

 

1 利用促進計画 

(1) 利用促進計画についての基本的な考え方 

多くの市民の皆様に歴史的価値のある文化財施設として、また、文化・芸術、法と司法

に関する情報の集積・発信の場として認識いただくため、各種イベント開催及び広報活動

を実施する。 

 

2 具体的な実施要領 

(1) 文化・芸術に関する講座、講演会等を実施する。 

・実施月 : 4月、5月、6月、7月、8月、9月、11月、12月 

(2) 法・司法に関する講座、講習会等を実施する。 

・実施月 : 6月、7月、8月、9月、10月、12月、1月 

その他市民・学生から応募のあった模擬裁判を随時実施する。 

(3) YOSAKOIソーラン祭り、カルチャーナイト等外部開催イベントに合わせて協賛事業を

実施する。 

・実施月 : 6月、7月 

(4) 学校に対して課外学習体験実施施設としての利用勧奨を実施する。 

・実施月 : 4月、2月 

(5) 各種団体等に対して文化施設としての利用勧奨を実施する。  

・実施月 : 6月 

(6) 専門学校等に対して制作記念、卒業記念等の発表会場としての利用勧奨を実施する。 

・実施月 : 6月 

(7) サークル、同好会等に対し研修室の多目的利用（教室、講演会等）のための勧奨を実 

施する。 

・実施月 : 6月 

(8) 企業等に対して研修室での会議開催、集会施設としての勧奨を実施する。 

・実施月 : 随時 

(9) 市内主要ホテル等へパンフレット等を随時配布する。 

・実施月 : 随時 

(10) ホームページ上に各イベント開催情報を掲載する。 

・実施月 : 随時 

(11) 代表団体指定管理施設（札幌コンベンションセンター）での広報活動 

1) チラシ・パンフレットの配架・掲示 

・実施月 : 随時 
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６ 管理業務に付随する業務（施設ホームページのウェブアクセシビリティ確保）について 

 

現ホームページを継続しつつ、ウェブアクセシビリティの確保に引き続き取り組む。 

 

７ 札幌市内の企業等の活用について 

 

資料館の管理運営に当たり、各種ノウハウを有している市内企業・団体等を活用する。 

１ イベント実施に当たっての活用 

(1) 芸術・文化団体 

(2) TV・ラジオ放送会社、新聞社等の報道機関 

(3) 機器レンタル会社 

(4) 市内各プロダクション、各種団体 

 

２ 施設のオリジナル意匠に関する活用 

(1) 札幌軟石・札幌硬石に関する資料提供 

(2) ホームページの更新及びリニューアル 

 

３ 貸室利用拡大への活用 

(1) 市内主要ホテルへの訪問営業、リーフレット配布とロビー展示 

(2) 市内企業・団体組織への訪問営業、リーフレット配布 

(3) 共同事業体取引企業に対するリーフレット配布 

(4) 札幌コンベンションセンターへのリーフレット配布 

 

 

８ 自主事業計画 

 

自主事業の実施計画（令和 5年度） 

 

１ 自動販売機の設置を引き続き実施する。 

・実施月：通年 

・設置台数：飲料水自動販売機1台 

 

 



法人・団体名：札幌市資料館運営共同事業体

管理費 事業費 小計 自動販売機 イベント事業 小計

指定管理費 39,785 39,785

利用料金収入 5,236 5,236

その他収入 160 0 160 160

収入計 45,021 160 0 160 45,181

人件費 0 15,853 15,853 0 0 0 15,853

旅費・交通費 0 500 500 0 0 0 500

光熱水費 0 7,069 7,069 35 0 35 7,104

通信運搬費 0 380 380 0 0 0 380

租税公課 0 7 7 0 0 0 7

広告宣伝費 0 40 40 0 0 0 40

保険料 0 60 60 0 0 0 60

賃借料 0 200 200 0 0 0 200

修繕費 0 700 700 0 0 0 700

消耗品費 0 392 392 0 0 0 392

備品費 0 0 0 0 0 0 0

印刷製本費 0 450 450 0 0 0 450

諸謝金 0 150 150 0 0 0 150

委託費 0 16,200 16,200 0 0 0 16,200

支払手数料 0 0 0 0 0 0 0

行政財産目的外使用料 0 0 0 17 0 17 17

支払消費税 0 1,715 1,715 0 0 0 1,715

その他（管理費） 1,260 0 1,260 0 0 0 1,260

支出計 1,260 43,716 44,976 52 0 52 45,028

収支 45 108 0 108 153

利益還元 92 0 92 92

法人税等 61

当期純利益 0

※　それぞれの項欄について、必要に応じて小区分を設定しても構いません。　　　　
※　行が足りない場合は、適宜追加してください。　　　
※　税込みで記載してください（以下、様式４-３から４-５まで同じ）。
※　「利益還元」の項には、利益のうち還元額を記載してください。
※　様式4-3から4-5までにより積算内容を記載してください。

支
出

利
益
等

収
入

0

管理に係る収支計画書(様式4-2　令和5年度)

科目

指定管理業務 自主事業
計



1.利用料金収入
単位：千円

区分 単位
利用料金
(単価)

利用回数
（見込み）

収入額
（見込み）

算出根拠等
（料金設定、利用回数設定についての考え方等）

午前 3.4 30 102
午後 4.5 70 315
夜間 - - 0
全日 7.9 70 553
備品料 1 70 70
その他 - - 130 割り増し料金加算等
計 240 1170
午前
午後
夜間
全日 4.9 250 1225 過去実績より積算
その他 50 割り増し料金加算等
計 250 1275
午前
午後
夜間
全日 2.3 245 563.5 過去実績より積算
その他 50 割り増し料金加算等
計 245 613.5
午前
午後
夜間
全日 2.1 230 483 過去実績より積算
その他 50 割り増し料金加算等
計 230 533
午前
午後
夜間
全日 2.2 230 506 過去実績より積算
その他 50 割り増し料金加算等
計 230 556
午前
午後
夜間
全日 2.2 230 506 過去実績より積算
その他 50 割り増し料金加算等
計 230 556
午前
午後
夜間
全日 2.1 230 483 過去実績より積算
その他 50 割り増し料金加算等
計 230 533

5,237

収支計画書の積算根拠（収入）（様式４-３）

研修室

ミニ
ギャラリー
1

ミニ
ギャラリー
2

ミニ
ギャラリー
3

ミニ
ギャラリー
4

ミニ
ギャラリー
5

ミニ
ギャラリー
6

合計

※　行が足りない場合は、適宜追加してください。
※　税込で記載してください。



2.その他の収入
単位：千円

項目
収入額
（見込み）

摘要

0

160 手数料

160

160合計

※　項目毎に、事業単位で記載してください。
※　行が足りない場合は、適宜追加してください。
※　自主事業において札幌市その他の機関や団体からの補助金の交付を受ける予定がある場合には、「摘要」欄
に補助金の交付元名、補助事業名、補助率等を簡潔に記載してください。

自主事業

自動販売機設置

自主事業収入計

指定管理
業務

指定管理業務収入計

事業名







単位：千円

管理費 事業費

旅費・交通費 0 500 ボランティア等交通費

光熱水費 0 7,069 燃料費、電気料、上下水道

通信運搬費 0 380 電話、FAX、インターネット接続料、郵便料等

租税公課 0 7 収入印紙代

広告宣伝費 0 40

保険料 0 60 損害賠償保険

賃借料 0 200 照明器具、複写機他リース代、備品レンタル料等

修繕費 0 700 資料館内外各種修繕

消耗品費 0 392 事務用品、施設消耗品

備品費 0 0

印刷製本費 0 450 ポスター、各種チラシ、リーフレット、封筒、申込書等

諸謝金 0 150 各種講座講師謝礼金

委託費 0 16,200
清掃、警備、庭園管理、塵芥処理、除排雪、ボイラー保守、消防設備、
自家用電気、昇降機保守、窓ガラス等清掃、建物診断、法12条点検、
維持管理日常点検、複写機保守、HP更新・管理

支払手数料 0 0

行政財産目的外使用料 0 0

支払消費税 0 1,715

その他（管理費） 1,260 0
管理費（支払消費税を含まない指定管理業務支出合計
の3%）

計 1,260 27,863

※　「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。
※　行が足りない場合は、適宜追加してください。

収支計算書の積算根拠（支出・物件費）（様式４－５）

1　指定管理業務

科目
支出額（見込み）

摘要



単位：千円

管理費 事業費

旅費・交通費 0 0

光熱水費 0 35 自動販売機電気代

通信運搬費 0 0

租税公課 0 0

広告宣伝費 0 0

保険料 0 0

賃借料 0 0

修繕費 0 0

消耗品費 0 0

備品費 0 0

印刷製本費 0 0

諸謝金 0 0

委託費 0 0

支払手数料 0 0

行政財産目的外使用料 0 17 自動販売機1台

その他（　　） 0 0

計 0 52

※　「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。

2　自主事業

科目
支出額（見込み）

摘要

※　行が足りない場合は、適宜追加してください。




